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１ はじめに 

この報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第26条の規定に基

づき、令和４年度の教育行政の主要な施策や事務事業の取組状況について、教育に関

し学識経験を有する者の意見を活用して点検及び評価を行い、作成・公表するもので

す。 

 
 

２ 点検・評価の対象 

点検及び評価は、教育委員会の主要な施策・事業を対象として実施するものとし、

以下３つの大項目ごとに点検及び評価を実施しました。 

 

⑴ 教育委員会の活動 

清水町教育委員会では、教育行政の基本的な施策の決定や諸問題の解決策の重

要案件等を審議決定するため、原則として毎月１回の定例会を開催し、必要に応

じて緊急案件を審議する臨時会を開催していることから、教育委員会会議の運営

状況、公開状況、保護者や地域住民への情報発信の状況等を点検及び評価の対象

とし、教育委員会組織が自ら行う行為又は活動を中心に、６つの中項目に分け、

点検事項として各々に小項目を設けました。 

 

⑵ 教育委員会が管理・執行する事務 

教育委員会が管理・執行する事務は、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」第25条第２項及び「清水町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関す

る規則」第２条の規定（※次ページ参照）により、教育長に委任せず教育委員

会が合議によって定め実施する事項について、教育委員会が自ら管理・執行す

る事務として区分し、点検事項を13の項目に分類しました。 

なお、この項目については達成状況を測るものではなく、その事務を執行

する必要が生じた際に、速やかに実施すべき性質のものであることから、評

価は行わず実施内容のみを点検することとしました。 

 
○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

（昭和 31 年法律第 162 号） 
 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任

された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果

に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する 

者の知見の活用を図るものとする。 
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

 
(昭和 31 年 6 月 30 日 法律第 162 号) 

 
(事務の委任等) 

第 25 条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一

部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。 

 
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。 

一  教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。  

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

四  教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の

人事に関すること。 

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 

○清水町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（抄） 

 
（平成30年 清水町教育委員会規則第５号） 

 

（委任事務） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

⑴ 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。 

⑵ 学校その他の教育機関の運営並びに管理の一般方針を定めること。 

⑶ 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免、その他の人事に関すること。 

 ⑷ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 

 ⑸ 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。 

 ⑹ 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

 ⑺ 学校その他の教育機関の敷地並びに建物の設定及び変更計画に関すること。 

 ⑻ 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の組織する職員団体及び労働組合に関

すること。 

 ⑼ 請願、訴訟及び不服申立てに関すること。 

 ⑽ 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関する一般方針を定める

こと。 

 ⑾ 学校教育法（昭和22年法律第26号）附則第９条に規定する以外の教科用図書の採択及び教

科用図書以外の教材の使用に関すること。 

 ⑿ 教育職員の研修計画の大綱を定めること。 

 ⒀ 社会教育計画の一般方針を定めること。 

 ⒁ 教育委員会の所管に属する各機関の委員の任免及び委解嘱に関すること。 

 ⒂ 教育職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、福利及び厚生の一般方針を定めること。 

 ⒃ 通学区域を定め、又は変更すること。 

http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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⑶ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第21条に規定される教育委員

会の職務から、前記(1)及び(2)に掲げたものを除いた部分について、管理・

執行を教育長に委任して行う事務として扱い、第５次清水町総合計画の施策

名ごとに指標を設けました。 

また、中項目は第５次清水町総合計画の施策の方向、小項目は中項目に係

る取組の内容とし、小項目に対する点検及び評価を実施しました。 

ただし、スポーツに関する事務については、「清水町地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第23条第１項の規定に基づく職務権限の特例に関する

条例」の制定により、令和２年７月から町長部局が執行しているため、評価

対象から除外しています。 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

(昭和 31 年 6 月 30 日 法律第 162 号) 

(教育委員会の職務権限) 

第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に

掲げるものを管理し、及び執行する。 

一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学

校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。 

二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教

育財産」という。)の管理に関すること。 

三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免

その他の人事に関すること。 

四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学

に関すること。 

五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及

び職業指導に関すること。 

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 

八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 

九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚

生及び福利に関すること。 

十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すると。 

十一 学校給食に関すること。 

十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。  

十三 スポーツに関すること。 

十四 文化財の保護に関すること。 

十五 ユネスコ活動に関すること。 

十六 教育に関する法人に関すること。 

十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 
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十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 

十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事 

務に関すること。 

 
３ 点検・評価の方法 

○大項目１及び ３の評価の方法は、「達成度」とし、５段階で表しています。 

また、点検・評価の内容を３つの視点（①実施内容②評価③改善内容）

から表すこととしました。 

【評価の段階】 

５・・・計画を大幅に上回る成果を出した。 

４・・・計画をやや上回る成果を出した。 

３・・・計画どおり業務を遂行した。 

２・・・計画にやや到達しなかった。 

１・・・計画を大きく下回る成果であった。 

○大項目３では、第５次清水町総合計画の前期基本計画で設定した指標を基

に、目標値に対する評価年度の進捗状況を表しました。 

【進捗状況】 

A･･･予定をはるかに上回る 

B･･･概ね予定どおり 

C･･･予定より遅れている 

 

４ 点検・評価の経過 

点検及び評価の実施にあたっては、令和４年度の事業について、その進捗状況を

総括するとともに、課題や今後の取組の方向性について、内部評価を行うと同時

に、学識経験者の知見活用として、「清水町教育委員会事務等点検・評価委員」か

ら御意見・御助言をいただくこととしました。 

清水町教育委員会事務等点検・評価委員は、「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」第26条第２項において「点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し

学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする」と規定されていることから、

その客観性を確保することを目的として設置したものです。 

また、同委員の人選にあたっては、大局的見地から助言をいただける方及び学校

教育・社会教育に精通した方として、以下のとおり就任を依頼しました。 

 

 清水町教育委員会事務等点検・評価委員 （敬称略） 

氏名 所属等 

久我 直人 教授 国立大学法人 鳴門教育大学大学院学校教育研究科 

 

年月日 会議等 内容 

令和５年７月26日(水) 教育委員会委員会議 説明 

令和５年７月28日(金) 点検・評価委員 ヒアリング 

令和５年８月23日(水) 教育委員会委員会議 審議・承認 
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５ 清水町教育委員会の自己点検・評価シート（令和４年度実績用）及び 

  清水町教育委員会事務等点検・評価委員からの意見・評価 

自己点検・評価の考え方 

 

 

大項目１ 教育委員会の活動 

中項目 小項目 

判定 

点検・評価 意見等 達成

度 

今後の

方向性 

⑴教育委員

会の会議の

運 営 改 善

  

①教育委員

会会議の開

催回数 

３ 

(３) 

継続 

(継続) 

○ 定例会を月１回（年間12回）開催するとと

もに、県費教職員人事異動内申案について、

臨時会を１回開催した。 

➡ それぞれの会議において活発な議論が行わ

れた。 

● 定例会・臨時会ともに合理的な会議運営を

図る。 

定例会に加え、必要

に応じて臨時会が、

適切に開催されてい

る。 

②教育委員

会会議の運

営上の工夫 

３ 

(３) 

継続 

(継続) 

○ 議案や前回の会議録の案を事前に各委員に

配布した。 

➡ 効率的な議事進行が図られた。 

● 今後も資料を事前配布するとともに、資料

に目を通す時間を確保する。 

事前に議案や前回会

議録の原案を各委員

に配布等、効率的、

効果的な運営がなさ

れている。 

町内の学校等を会場

に設定されているこ

とも評価される。 

⑵教育委員

会の会議の

公開、保護

者や地域住

民への情報

発信 

①教育委員

会会議の公

開の状況 

３ 

(３) 

継続 

(継続) 

○ 定例教育委員会は開催日等を町の掲示板及

び、ホームページに掲載し、公開の形で行っ

た。傍聴がある場合、個人情報等が取扱われ

る議題は２部制(非公開)により対応した。 

➡ 情報の取扱に留意し、町民の傍聴機会を

設け傍聴者が定着した。 

● 個人情報等の扱いについて、一定の基準を

設ける必要がある。 

定例教育委員会が公

開されていること

と、ホームページで

開催日時等が公表さ

れ、町民の傍聴機会

が設定されているこ

とが評価される。 

②議事録の

公 開 、 広

報・広聴活

動の状況 

３ 

(３) 

継続 

(継続) 

○ 会議録の公開については、情報公開請求に

基づき対応している。総合教育会議について

は、過去数年分の会議録をホームページに整

理公表した。 

➡ 総合教育会議以外も今後、公表の形を検討

しなければならない。 

● ホームページを整理したことから、会議の

公表と個人情報の取扱いを検討する。 

会議録について、改

善内容にもあるとお

り個人情報等の扱い

に配慮しながら、ホ

ームページ等での公

表を検討されたい。 

 

達成度                  

５・・・計画を大幅に上回る成果を出した。 
 ４・・・計画をやや上回る成果を出した。  継続     廃止       評価 
 ３・・・計画どおり業務を遂行した。    見直し    完了       …改善内容 
 ２・・・計画にやや到達しなかった。 
 １・・・計画を大きく下回る成果であった。 
   



- 6 - 

 
 

 

中項目 小項目 

判定 

点検・評価 意見等 達成

度 

今後の

方向性 

⑶教育委員

会と事務局

と の 連 携

  

①教育委員

会と事務局

との連携 

３ 

(３) 

継続 

(継続) 

○ 事務局が、議案書等の資料を各委員に

事前配布するとともに、必要に応じ説明

を行っている。 

➡ 教育委員と事務局が、連絡調整を行う

ことができた。 

● 必要に応じて、会議前の事前説明や意

見聴取を行う。 

必要に応じて、事務

局から各位委員へ議

案書等を配布に加

え、説明を行ってい

るなど、適切に連携

されている。 

⑷教育委員

会と町長の

連携 

①総合教育

会議への出

席 

３ 

(４) 

継続 

(継続) 

○ ７月と２月に年２回会議を行った。 

➡ 町長と教育委員が積極的な意見交換を

行うことができた。 

● 今後も町長と教育委員が積極的な意見

交換を行う場を設ける。 

町長と定期的に場を

設定した意見交換が

なされている。 

また、運動部活動の

地域移行等、時事的

な教育課題について

も議論されているこ

とが評価される。 

合同部活動の承認

等、具体的な方策に

繋がっていることが

評価される。 

⑸教育委員

の自己研鑽

  

①研修会へ

の参加状況 

３ 

(３) 

継続 

(継続) 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響で、

予定していた研修会への参加が中止とな

った。 

➡ 社会状況に応じた適切な対応である。

● 社会状況を注視し、研修会へ積極的に 

参加する。 

新型コロナウイルス

感染症の影響で、予

定していた研修会へ

の参加を中止された

が、最新の情報の収

集等が成されること

が求められる。 

⑹学校及び

教育施設に

対 す る 支

援・条件整

備 

①学校等の

訪問 

３ 

(３) 

継続 

(継続) 

○ 学校訪問は、新型コロナウイルス感染

症の影響で最小限とし、１小学校、１教

育施設へのみ出向き、学校では校長から

経営方針の説明や授業参観を行い情報交

換や現場の状況把握を行った。 

➡ 学校の教育方針や教育現場、教育施設

の確認をすることができた。 

● 新型コロナウイルス感染症の行動等の

制限が撤廃されたため、今後は学校訪問

等を積極的に行う。 

町内小学校、教育施

設を訪問し、現場の

実態把握や校長との

情報交換がなされて

いる。 

国、県の動きを踏ま

えた対応や支援が今

後も求められる（令

和の日本型学校教育

の構築への対応等） 

②所管施設

の訪問 

３ 

(３) 

継続 

(継続) 

○ 所管施設への訪問は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で見送ったが、地域交

流センターや図書館の利用制限等につ

いては、必要に応じ報告を受けた。 

➡ 現状把握に努めた。 

● 新型コロナウイルス感染症の行動等の

制限が撤廃されたため、所管施設の訪問

を積極的に行う。 

新型コロナウイルス

感染症の影響で、所

管施設の訪問を見送

られたが、工夫した

実態把握がなされ

た。今後も計画的な

施設の訪問が求めら

れる。 

  

※（ ）及び意見等は清水町教育委員会事務等点検・評価委員からの点検・評価 
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大項目２ 教育委員会が管理・執行する事務 
 

 

中項目 点 検 

⑴教育行政の運営に関する基本

方針を定めること。 
該当なし 

⑵教育委員会規則その他教育委

員会の定める規程の制定又は改

廃に関すること。 

○規則改正 ３件 規則制定 ０件 廃止 ０件 

〇要綱改正 ６件 要綱制定 ０件 廃止 ０件 

〇規程改正 １件 

⑶教育予算その他議会の議決を

経るべき議案に対する意見の申

出に関すること。 

○予算関係 ６件 

○決算関係 １件 

〇条例関係 ０件 

⑷教育委員会の所管に属する学校

その他の教育機関を設置し、又は

廃止すること。 

○令和４年度は、該当なし。 

⑸教育委員会事務局及び教育機

関の職員の任免その他の人事に

関すること。 

○３月定例会において、清水町教育委員会事務局職員の令和５年４月１日 

付け人事異動案を提出し、承認された。 

⑹県費負担に係る校長及び教職員

の任免その他の人事の内申に関す

ること。 

○令和４年度末の人事異動に際し、静東教育事務所に職員の内申を行った結果、

教育委員会の意向に沿った異動がなされた。 

⑺教育職員の研修計画の大綱を定

めること。 
○令和４年度は、該当なし。 

⑻教育に関する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価に関する

こと。 

○令和４年度は、令和３年度の教育の主な施策や事務事業の取組状況につい

て、教育に関し学識経験を有する外部有識者の意見を活用して点検評価を行い

公表した。 

⑼教育委員会の所管に属する各種

委員会の委員の任命又は委嘱に関

すること。 

〇学校運営協議会設置校の指定及び委員の任命について 

〇清水町立図書館協議会委員の任命及び委嘱について 

〇清水町子ども読書推進計画策定委員の任命について 

〇学校医及び学校薬剤師の委嘱について 

⑽教科用図書の採択の決定に関す

ること。 
○令和４年度は、該当なし。 

⑾通学区域を設定し、又は変更

すること。 
○令和４年度は、該当なし。 

⑿文化財を指定し、又は指定を解

除すること。 
○令和４年度は、該当なし。 

⒀請願、陳情、訴訟及び異議の

申立てに関すること。 
○令和４年度は、該当なし。 
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大項目３ 教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

 
自己点検・評価の考え方 

達成度 点検・評価 

5・・・計画を大幅に上回る成果を出した。               ○…実施内容 

4・・・計画をやや上回る成果を出した。                ➡…評価 

3・・・計画どおり業務を遂行した。                  ●…改善内容 

2・・・計画にやや到達しなかった。 

1・・・計画を大きく下回る成果であった 

 

基本目標１ 誰もがやすらぎと生きがいを感じる「笑街健幸」のまちへ 

施策１－４≪気楽に学び文化活動を楽しむ環境の充実≫ 

指標名 （R2）基準値 （R7）目標値 （R4）実績値 進捗状況 

社会教育の講座や教室にまた参加
したいと思う人の割合 92.4％ 93.5％ 89.1％ C 

町民1人あたりの図書貸出点数 2点 5点 4.4点 A 

進捗状況 ： A･･･予定をはるかに上回る  B･･･概ね予定どおり  C･･･予定より遅れている 

小 

項 

目 

達 

成 

度 

点検・評価 意見等 

①

社

会

教

育

の

推

進 

４ 

(４) 

 

○ 団体等からの依頼により、町職員を講師として派

遣し、町の事業に関する説明など要望に応じた出前

講座を随時開催した。 

  地域の教育力を向上・活性化させるため、知識や

技能をもった指導者等の人材バンクとして「泉のま

ちインストラクター制度」を設置し、随時、登録・

更新を行っている。また、ホームページで周知する

とともに学校・地域学校協働本部（地域コーディネ 

ーター等）に情報提供している。 

  未来を担う若者が幅広い世代や多様な主体と意見

を出し合い、「対話の場」「学び合いの場」を体験

し、将来のまちづくりを担う人材の育成及び行政・

住民が協働して地域の活性化を図ることを目的に、

「魅力ある社会教育施設（地域交流センター）の実

現に向けて」をテーマとし、住民参画のワークショ

ップ（町民参画タウン ダイアログ事業）を開催し

た。 

➡ 出前講座については、毎年、同じ内容の講座の派

遣依頼が多い。一方、中学生やＰＴＡなども利用し

ており、参加者数は増加の傾向にある。 

  インストラクター制度の利用を希望する個人・団

体等の申し込みが少なく、文化芸術講座でインスト

ラクターの一部の方を活用している状況である。 

  学校等では予算的に無償ボランティア派遣の希望

が多く、指導者への謝礼が難しいとの理由でインス

トラクターとマッチングしないケースも多い。 

● 利用促進を図るため、情報をホームページや広報

紙等で情報発信を行っている 

 

コロナ禍においても工夫が

なされ、出前講座等の参加者

数の大幅な増加が確認され

た。 

地域の教育力向上や活性化

のための「泉のまちインスト

ラクター制度」の設置に加

え、学校・地域協働本部等の

組織を活用した、繋がりのあ

る広報がなされている点が評

価される。 

住民参画のワークショップ

の開催等、幅広い住民からア

イディアを集約する工夫等も

なされ、地域交流センターの

活性化につながる取り組みが

評価される。 

芸術分野で活躍する人と中

高生との座談会を設定し、中

高生の進路実現と町の芸術の

活性化を同時に具現化する取

り組みも評価される。 

上述の個別の取り組みが、

相互に連携し、より効果的な

広報やそれぞれの取り組みの

活性化に繋がることが期待さ

れる。 
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②

文

化

芸

術

活

動

の

振

興 

４ 

(４) 

 

○ 文化団体の活動を促進し、町民の創作意欲の高揚

を図るとともに、広く創作発表と鑑賞の機会を提供

するため、芸術祭を開催している。 

町民に身近な場所である地域交流センターで、定

期的に気軽にコンサートや講演、文化活動作品に触

れる機会と音楽家等の発表の機会を提供している。 

➡ 新型コロナウイルス感染症対策として、昨年度に

引き続き、発表部門では映像とステージ発表の２部

制、展示部門では11月ひと月を展示の部とし開催し

た結果、発表部門において参加団体数が増加した。 

また、定期的に音楽会やカレッジ、古典芸能鑑賞

会を開催しているが、大河ドラマに「鎌倉殿の13

人」に関連したカレッジを開催するなど、タイムリ

ーな内容で開催することができた。 

● 町の文化活動の受託先であったＮＰＯ法人２団体

が、令和３年度末をもって解散したことにより、芸

術祭、音楽会、カレッジ等は、町直営での企画・運

営となった。芸術祭は実行委員会を組織して実施し

ていくが、若い世代の参画や人材育成を促進する必

要がある。また、定期的に開催している音楽会やカ

レッジ等についても新たな来場者へアプローチする

ため、広報の方法や企画を再度見直し、今に合った

ものを考えることで、来場者が増え魅力を感じられ

るようにする。 

 

町民の文化活動支援につい

て、様々な企画がなされ工夫

されていることについて評価

される。 

NPO法人の解散後、町直営

で、魅力的な音楽会やカレッ

ジ等が実施されたことが評価

される。今後、HPや既存の組

織を活用した広報等で若い世

代の参加・来場が期待され

る。 

③

図

書

館

の

充

実 

４ 

(４) 

 

○ 清水町こども読書活動推進計画を推進するため、

読書習慣づくりやブックスタート事業等を実施し、

地域や学校、家庭と連携した読書環境の整備に努め

た。 

  読書の普及を図るため、館内展示を定期的に実施

するとともに、各種講座を開催し、図書館利用者の

読書意欲の向上を図った。 

  毎月保健センターで行われる６か月健診時にブッ

クスタート事業を実施し、読み聞かせの楽しさを伝

えるとともに、毎月２回図書館内で乳幼児とその保

護者を対象に読み聞かせ教室を開催した。 

  読み聞かせや紙芝居制作のボランティア団体育成

のため、団体活動への支援や活動の場所を提供し

た。 

  町内の大型書店と連携し、本に触れ合う時間を提

供するためのブックフェアの開催や書店売上ランキ

ングや書店のおすすめ本を図書館内やホームページ

へ掲載するなど地域の読書活動を促進した。 

➡ 令和４年度は、絵本原画展や児童、親子及び一般

を対象とした図書館講座の開催など、コロナ禍でも

楽しめるイベント等を開催し図書館の利用促進を図

った。ふるさと大使である絵本作家の宮西達也先生

のおはなし会とワークショップを開催し、読書推進

を図った。 

● 積極的に最新情報をホームページや広報紙、チラ

シなどで図書館が主催する各種講座を周知して、多

くの町民に読書の楽しさ・面白さを体験してもら

う。図書館ボランティアの育成のため、今後も各種

団体と連携を図るとともに活躍の場を提供してい

く。積極的かつ正確なレファレンスを行うことによ

り、利用者の要望に応え、同時に図書館の魅力をア

保健センターの検診とブッ

クスタート事業をセットで設

計することで、機能的に図書

館と繋ぐ工夫がなされている

点が評価される。 

図書館のイベント（各講

座）をHPや地域学校協働本部

等の既存の組織を通した効果

的な広報をすることで、さら

に図書館利用者の増加が期待

される。 

 図書館の蔵書数、登録者

数、利用者数等が増加傾向に

あり、取り組みの効果が確認

されていることも評価され

る。 
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ピールする。複合施設のメリットを生かし、保健セ

ンターとの連携事業や新たなソフト事業を積極的に

実施していく必要がある。清水町こども読書活動指

針計画の進捗状況を確認するため、検証を行った

が、具体的な方策について協議し、令和５年度中に

次期計画を策定する必要がある。 

 

 

※（ ）及び意見等は清水町教育委員会事務等点検・評価委員からの点検・評価 
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自己点検・評価の考え方 

達成度 点検・評価 

5・・・計画を大幅に上回る成果を出した。               ○…実施内容 

4・・・計画をやや上回る成果を出した。                ➡…評価 

3・・・計画どおり業務を遂行した。                  ●…改善内容 

2・・・計画にやや到達しなかった。 

1・・・計画を大きく下回る成果であった 

 

基本目標２ 子どもの成長や学びを地域全体で支えるまちへ 

施策２－１≪子どもが健やかに育つ環境の充実≫ 

指標名 （R2）基準値 （R7）目標値 （R4）実績値 進捗状況 

ファミリー・サポート・センター 

活動件数 
481件 500件 260件 C 

進捗状況 ： A･･･予定をはるかに上回る  B･･･概ね予定どおり  C･･･予定より遅れている 

 

小 

項 

目 

達 

成 

度 

点検・評価 
意見等 

 

①

地

域

に

お

け

る

子

育

て

へ

の

支

援 

３ 

（３） 

〇 子育て総合支援センターにおいて、親子の孤立化

を防ぎ、不安感を緩和しながら子育てができるよ

う、親子が交流できる場の提供やファミリー・サポ

ート・センター事業を実施した。 

➡ 新型コロナウイルス感染症の影響により、利用時

間や人数制限を行い拡大防止に努め、交流事業や子

育て講座、一時預かり、子育て相談を実施した。 

● 子育ての支援を推進する。 

 

〇 町内保育所の子育て支援センターでは、各施設の

特色を活かした交流事業や育児相談、子育てサーク

ル等を実施した。 

➡ 新型コロナウイルス感染症の影響により、利用時

間や人数制限を行い拡大防止に努めた。 

● 子育ての支援を推進する。 

 

〇 子育て支援アドバイザーが地域交流センター等に

出向き、子育て相談や子育て世代同士の交流を図っ

た。 

➡ 新型コロナウイルス感染症の影響により、開催回

数や人数制限を行い拡大防止に努めた。 

● 子育ての支援を推進する。 

 

〇 子ども・子育てコンシェルジュによる、教育・保

育施設や子育て支援事業等の利用について、子育て

世帯に対する案内や相談を実施した。 

➡ 新型コロナウイルス感染症の影響はあったが、相

談件数等はやや増加した。 

● 子育て世帯の不安解消等に努める。 

 

〇 町内幼稚園及び保育所の行事や施設情報、子育て

総合支援センターの利用情報、子育て支援事業等を

フェイスブックによる情報発信やガイドブックの配

布により、子育て世帯に向けて情報提供サービスを

実施した。 

➡ ガイドブックの情報を見直し、フェイスブック

と連動したインスタグラムを開設し、更なる情

報提供に努めた。 

● ガイドブックの周知に努める。 

清水町子ども家庭総合支援

拠点が設置され、機動的な対

応が成されている点が評価さ

れる。 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業や育児相談、子育

てサークル等の支援がなさ

れ、子育て支援アドバイザー

や子ども・子育てコンシェル

ジュ等によって、多層的に支

援が構成されていることが評

価される。 

また、これら事業や人の配

置について、保健センターの

検診時等を活用した広報によ

り、より支援が必要な人に情

報が行き渡るような工夫が求

められる。 
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②

健

や

か

な

子

育

て

へ

の

支

援 

４ 

（４） 

〇 こども医療費助成事業において、保護者の経済的

負担軽減と疾病の早期発見・早期治療による重篤化

を防止するため、高校生年齢相当までの完全無料化

を実施した。 

➡ 子育て世帯の負担軽減に寄与した。 

● 子育て世帯の負担軽減を推進する。 

 

〇 ひとり親家庭の支援において、保護者の経済的負

担軽減を図るため、療養に要する費用の一部を助成

し、また、児童の健全な育成を援助するため、その

児童が小学校及び中学校入学時に入学祝金を支給す

ることにより福祉向上に寄与した 

➡ ひとり親家庭の負担軽減に寄与した。 

● ひとり親家庭の負担軽減を推進する。 

 

〇 令和２年４月１日から開始した病児保育施設利用

料助成事業において、病気等により集団保育及び集

団生活が困難な期間にある児童を保育するために利

用した病児保育施設利用料の助成を実施した。 

➡ 子育て世帯の負担軽減に寄与した。 

● 子育て世帯の負担軽減を推進する。 

 

 こども医療費助成事業、

病児保育施設利用料助成事業

を通して、子育て世帯の負担

軽減が成されており、評価さ

れる。 

また、ひとり親家庭への経

済的支援の充実が評価され

る。 

給食費の補助等、物価高騰

の折、即時的な支援への対応

が評価される。 

③

幼

児

教

育 

・ 

保

育

環

境

の

充

実 

３ 

（３） 

 

〇 保護者が安心して家庭教育を行えるよう、家庭教育

支援員が町内幼稚園に出向き、保護者を対象に家庭

教育講座を行った。  

また、町内各小中学校からの家庭教育支援員の派

遣要請に応じ、家庭教育学級の計画・立案等の支援

を行った。  

➡ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

講座や講演等の取組を実施することが困難な状況で

あった。また、家庭教育支援員の人材確保に苦慮し

ている。  

● 町立施設の安全性、利便性を高めながら、特色ある

幼稚教育の推進や民間施設の運営を支援するなど、

未就学児の健全育成に取組みました。  

 

○ 幼稚園は、少子高齢化や保育所へのニーズ増加に

より、年々入園率の減少が見られるが、老朽化した

施設の改修や地域に開かれた特色ある幼稚教育の充

実に努め、保育所では、一人ひとりを大切に、地域

に根ざした運営を行うとともに、民間保育園の運営

に対し、各種補助事業を実施し、保育環境の充実に

努めた。 

➡ 共働き世帯の増加により、保育ニーズが増加し、

待機児童が発生した。 

● 働きながら安心して子育てできるよう仕事と生活

の調和を図るため、保育士の確保に努める。 

 

家庭教育支援員の制度がよ

り効果的に機能するように、

園の訪問や家庭教育講座、家

庭教育学級の設定等の工夫が

なされている点が評価され

る。 

特色ある幼稚園教育の推進

の工夫がなされていることが

評価される。 

一方、共働き世帯の増加と

いう社会構造の変化は、今後

も進むことが予想される。そ

の中で、今後の民間保育園と

幼稚園の関係や在り方を検討

することが、今後求められ

る。 

④

青

少

年

育

成

の

充

実 

３ 

（３） 

 

○ 青少年問題協議会、青少年健全育成会議を開催し

た。夏季・冬季の年２回、一斉補導及び地区分散の

見守り活動を、街頭補導を12月に実施した。７月、

11月、３月の「町民あいさつ運動週間」に、一斉街

頭啓発を各地区で実施した。小中学校生徒指導連絡

協議会を通じ、各学校との連携強化と情報の共有を

図った。青少年の善行に対し、各学校で善行賞表彰

を実施した。新型コロナウイルス感染症対策を講じ

コロナ禍において、可能な

範囲での取り組みが展開され

た。全国的には、不登校児

童・生徒の増加の問題や子ど

もの貧困、ヤングケアラーの

問題等が指摘されているが、

これら問題についての実態把

握と情報共有、多面的な支援

策についての検討が期待され



- 13 - 

 

   

て、わたしの主張発表大会、子ども体験教室を実施

したが、リーダースクラブ指導者養成講座、清水町

子ども会育成連合活動事業などは、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止を図るため中止した。補助金適

正化方針に基づき、清水町社会教育関係団体等に対

する補助金の見直しを行った。 

➡ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点

から中止となった行事もあったが、感染症対策を講

じて実施した事業もあった。 

● コロナウイルス感染症の行動制限解除に伴い活動

を再開していく中で、行政主体の集約型事業から地

域主体の分散型事業へ移行し、持続可能な取り組み

となるように努めていく。 

 

る。 

 
※（ ）及び意見等は清水町教育委員会事務等点検・評価委員からの点検・評価  
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自己点検・評価の考え方 

達成度 点検・評価 

5・・・計画を大幅に上回る成果を出した。               ○…実施内容 

4・・・計画をやや上回る成果を出した。                ➡…評価 

3・・・計画どおり業務を遂行した。                  ●…改善内容 

2・・・計画にやや到達しなかった。 

1・・・計画を大きく下回る成果であった 

 

基本目標２ 子どもの成長や学びを地域全体で支えるまちへ 

施策２－２≪子どもの可能性を育む学校教育の推進≫  

指標 （R2）基準値 （R7）目標値 （R4）実績値 進捗状況 

学校が楽しいと思っている児童生
徒の割合 89.8％ 92.0％ 87.3％ C 

将来の夢や目標を持っている生徒
の割合 75.0％ 78.0％ 74.0％ C 

地域や社会を良くするために、何
かをしている、または何をするべ
きかを考える生徒達の割合 

73.0％ 76.0％ 61.9％ C   

進捗状況 ： A･･･予定をはるかに上回る  B･･･概ね予定どおり  C･･･予定より遅れている 

 

小 

項 

目 

達 

成 

 度 

点検・評価 意見等 

①
特
色
あ
る
学
校
教
育
の
推
進 

３ 

(４) 

 

〇 英語教育の充実を目的に児童生徒に対し、JETプ

ログラムの活用及び民間委託によるALTの配置、英

語検定受験料の補助と補助範囲の見直しを行った。 

➡ 児童生徒にネイティブな英語を聞く機会が増え外

国語教育の充実や異文化交流が図られた。また、検

定料の補助を行うとともに、対象の範囲を見直した

結果、受験数が増加した。 

● JETプログラムを活用したALTは社会人経験が少な

い人材が多く、学校の英語教育に資する人材を招致

できるとは限らないため、ALTの資質を向上するた

めの方策が課題である。また、検定料の助成につい

て、受験率を向上させるため、引き続きホームペー

ジなどを活用し広く周知することが必要である。 

 

〇 児童生徒及び保護者を福祉の視点から支援するス

クールソーシャルワーカーや、言語面での支援を行

うため外国籍児童生徒学校生活等支援員を派遣し

た。また、きめ細やかな指導の充実を図ることを目

的に、各小学校の１・２年生に対し学校生活支援補

助員や支援の必要な児童に適切な指導等を行うた

め、特別支援教育補助員、特別支援学級支援員、生

活指導員を配置した。加えて、教員の担うべき業務

に専念できる環境づくりの一環として、校務支援員

の配置を行った。 

➡ 人的支援は、手厚い対応や専門職の活用の充実が

図られた。 

● 外国籍児童生徒の人数が年々増加していることか

ら、更なる対応を検討する必要がある。 

 

〇 不登校及び不登校傾向を示す小中学生やその保護

者を対象に、個別的・社会的な適応支援と専門的・

継続的な家庭教育支援を行うための適応指導教室を

令和３年度に整備した。 

➡ 令和３年度の実利用人数９人が15人に増加し、居

場所の提供が図られた。 

● 学校への登校が困難な子供たちは依然として高水

町内各校へALTを配置し、

実用技能英語検定の全額助成

を進める等、今後のグローバ

ル社会を生き抜くための英語

スキルの向上のための具体的

方策がとられている等、高く

評価される。 

今後、検定助成にかかる事

業の効果的な広報等による受

験率の向上が求められる。 

 

スクールソーシャルワーカ

ー等の配置がなされ、支援を

要する児童・生徒への切れな

い支援が進められていること

が評価される。このことは、

教員の働き方改革にも繋がる

取り組みとして、評価され

る。 

 

適応指導教室が整備され、

不登校児童生徒とその保護者

への支援が仕組みとして構成

された点が評価される。 
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準で推移しているため、適応指導教室の支援機能等

の強化が必要である。 

また、現在、適応指導教室は、図書館や福祉セン

ターの一室を利用しており、拠点となる施設を定め

る必要がある。 

 

②
時
代
に
即
し
た
教
育
環
境
の
充
実 

３ 

(３) 

 

○ 児童生徒一人一人の個別最適な学びを実現すると

ともに、教職員の負担を軽減するため、校務支援シ

ステム機器の更新や小学校には学習支援ソフトの整

備を行った。 

➡ 教員、児童生徒のＩＣＴ教育の環境整備が図られ

た。 

● 中学校にも学習支援ソフトの整備が必要である。

また、家庭学習用ソフトの導入に伴い、端末の家庭

への持ち帰りと活用をさらに、進めていく必要があ

る。  

 

○ 小中学校の施設の損傷及び機能低下を回復するた

め、町立小中学校施設の改修及び南小学校北校舎の

改築への方針決定及び、特別教室への空調設備設置

に伴う設計など行った。また、優先順位を定め補

修・改修を行った。 

➡ 児童生徒が生活する環境の改善が図られた。 

● 各学校からの要望を取りまとめ、優先順位を定め

予算の範囲内で効率的な対応を図るとともに、長寿

命化計画に則り、順次小中学校の大規模改修若しく

は改築への対応が求められる。 

  

○ すべての子どもが安全で安心して学べる学校生活

を送ることができるよう、安定的な給食の提供を目

的に、備品の更新及び調理業務の委託を行った。 

➡ 安定的な給食の提供が図られた。 

● 長期間使用している備品が多く、更新の時期を迎

えるものへの対応が必要である。また、学校給食費

を公会計へ移行したため、町が保護者から直接徴収

するための体制整備が必要である。  

 

○ 子どもの読書活動推進を目的に学校図書館の充実

を図るため、学校司書の配置及び図書の購入を行っ

た。 

➡ 学校図書の充実が図られた。 

● 令和３年度末51,818冊が令和４年度末51,328冊と

なったが、課題である本の棚卸しや廃棄のルールの

統一化や各学校との図書の情報共有が必要である。 

 

校務支援システムの更新等

による教職員の働き方改革の

促進や学修支援ソフトを活用

押した児童生徒の学習支援の

仕組みが具現化されている点

が評価される。いつでも、ど

こでも学べるさらなる環境整

備が期待される。 

 

小中学校の施設、環境整備

について、学校からの要望を

丁寧にとりまとめ、対応され

ている点が評価される。 

 

学校給食費の公会計化は、

各校の事務負担軽減（働き方

改革）に繋がる有効な手続き

と捉える。 

 

学校司書の配置、図書の購

入等、学校図書の充実につい

て評価される。 



- 16 - 

 

   

③

地

域

と

と

も

に

あ

る 

学

校

づ

く

り

の

推

進 

３ 

(４） 

 

○ 地域の教育力を学校運営に取り込むため、学校・

家庭・地域からなる学校運営協議会を設置し学校の

諸問題について、助言・意見等をいただいた。 

➡ 協議会の設置により、保護者及び地域住民の学校

運営への積極的な参画の促進、連携強化が図られ

た。また、学校運営の改善、地域に開かれた信頼さ

れる学校づくり及び児童生徒の健全育成の取組が図

られた。 

● 地域とともにある学校づくりを目指し、地域全体

で未来を担う子どもたちの成長を支えるため、学校

を事務局とした学校運営協議会を運用しているが、

協議会による発案が少なく、活動に対する認知度が

低いため改善が必要である。 

 

○ 地域・学校・家庭の連携・協働体制を整え、地域

ぐるみで子供を育てることを目的に、町内各小中学

校に地域学校協働本部を設置している。地域コーデ

ィネーターが中心となり、学校支援ボランティアも

関わり、各学校のニーズに応じた支援活動を行っ

た。 

保護者が安心して家庭教育を行えるよう、家庭教

育支援員が町内幼稚園の保護者を対象に家庭教育講

座を行った。また、町内各小中学校からの家庭教育

支援員派遣の要請に応じ、家庭教育学級の計画・立

案等の支援を行った。 

放課後や週末等において、子供たちの安全・安心

な活動場所を確保し、地域と学校が連携・協働して

様々な体験・交流活動の機会を提供することを目的

に、町内の小学１年生から６年生までを対象に、平

日の放課後及び土曜日に各学校の体育館等で、スポ

ーツ・文化活動などの体験や地域住民との交流、学

習機会を体験できるチャレンジキッズ教室を開催し

た。 

➡ 家庭教育講座では保護者同士がコミュニケーショ

ンを図れるよう、家庭教育ワークシート「つながる

シート」の活用、アイスブレイク等を取り入れ、保

護者同士がつながりを持ち、孤立化や子育てへの不

安の軽減に努めた。 

チャレンジキッズ教室では、シルバー人材センタ

ー、地域連携パートナーシップ協定先の民間団体等

と協働して運営する体制を整えた。 

● 地域学校協働本部は、予算的にコーディネーター

への活動謝礼のみとなっているが、学習支援等の継

続的活動への支援が課題となっている。（有償ボラ

ンティアの人員確保・予算拡充） 

県主催の家庭教育支援員養成講座等に支援員が参

加しスキルアップを図るとともに、新たな支援員の

人材確保に努める。 

 

 

社会の構造的な変容があり

（昭和が３世代型、平成が核

家族型、令和が共働き型）、

多くの大人のまなざしの中

で、子どもたちを育てる仕組

みづくりが求められている。

その中で、学校運営協議会

（コミュニティ・スクール）

と地域学校協働本部の設置が

進められていることが高く評

価される。 

地域コーディネーターがコ

ミュニティスクールや地域学

校協働本部活動を活性化させ

ている点が評価される。 

子どもの健やかな成長と教

員の働き方改革が同時に実現

する仕組みの構成が期待され

る。 

 

  

保護者への支援が子どもの

健やかな成長に繋がるケース

が多数報告されている。その

中で、家庭教育支援員による

講座や具体的な個別の支援、

放課後・週末におけるチャレ

ンジキッズ教室等、地域ぐる

みで子育てを支援する効果的

な仕組みが構成されているこ

とが高く評価される。 

 地域学校協働本部との連携

や県の講座を通した支援員の

資質向上等、構造的な取り組

みが成されていることが評価

される。 

今後、予算等を含め、持続

可能な仕組みの構成が求めら

れる。 

 
※（ ）及び意見等は清水町教育委員会事務等点検・評価委員からの点検・評価 


